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 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成16年７月12日条例第36号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公の施設に係る指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の指定の手続等に関し必要

な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 法人その他の団体であって指定管理者の指定を受けようとするもの（以下「指定申請法人等」

という。）は、申請書に次に掲げる書類を添付して、指定管理者の指定を受けようとする公の施設

を管理する知事、教育委員会又は公営企業の管理者（以下「知事等」という。）が定める日までに、

知事等に提出しなければならない。 

(１) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理に関する計画(以下「管理計画」という。)

を記載した書類 

(２) 指定申請法人等に係る経営状況及び業務内容を明らかにすることができる書類 

(３) その他知事等が必要と認める書類 

（指定管理者の指定） 

第３条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして最も適当と認

める指定申請法人等を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定

するものとする。 

(１) 管理計画に基づく管理により当該公の施設における県民の平等な利用の確保が図られるもの

であること。 

(２) 管理計画の内容が当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるも

のであること。 

(３) 指定申請法人等が管理計画に基づく当該公の施設の管理を適正かつ確実に実施する能力を有

していること。 

(４) その他知事等が別に定める基準 

（指定等の告示） 

第４条 知事等は、前条の規定により指定管理者を指定したとき、又は法第244条の２第11項の規定に

基づき、その指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

たときは、その旨を告示するものとする。 

（変更の届出） 

第５条 指定管理者は、その名称、住所その他知事等が定める事項に変更があったときは、速やかに、

その旨を知事等に届け出なければならない。 

２ 知事等は、前項の規定により指定管理者の名称又は住所の変更の届出があったときは、その旨を

告示するものとする。 

（管理の原則） 

第６条 指定管理者は、その管理する公の施設における県民の平等な利用の確保を図るとともに、当

該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるよう、管理計画に基づき当該

公の施設を適正に管理しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第７条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記

載した事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第

244条の２第11項の規定に基づき指定を取り消されたときは、当該指定を取り消された日後速やかに、

同日の属する年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの期間についての事業報告書を作

成し、知事等に提出しなければならない。 

(１) 管理の業務の実施状況に関する事項 

(２) 利用状況に関する事項 

(３) 経理の状況に関する事項 

(４) その他知事等が必要と認める事項 
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（原状回復義務等） 

第８条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は法第244条の２第11項の規

定に基づき指定を取り消されたときは、知事等の指示するところにより、その管理を行わなくなっ

た公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。 

第９条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設、設備、資料又は美術品を汚損し、損傷し、又

は亡失したときは、知事等の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければなら

ない。 

（秘密保持義務） 

第10条 指定管理者の役員若しくは当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に従事している者又

はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用して

はならない。 

（指定の取消し等） 

第11条 知事等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、法第244条の２第11項の規定

に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずること

ができる。 

(１) 法令の規定に違反したとき。 

(２) 第３条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。 

(３) 第７条本文の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の事業報告書を提出したとき。 

(４) その役員若しくはその指定に係る公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者で

あった者が、前条の規定に違反したとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認め

るとき。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月16日条例第16号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 
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地方自治法（抄） 

 昭和22年4月17日法律第67号 

 

第十章 公の施設 

（公の施設） 

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための

施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。 

２ 普通地方公共団体（次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正当な

理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。 

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはな

らない。 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除

くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、

これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出

席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。 

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、

条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの（以

下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わ

せることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他

必要な事項を定めるものとする。 

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共

団体の議会の議決を経なければならない。 

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、

当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。 

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料

金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させることができる。 

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるとこ

ろにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利

用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。 

１０ 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するた

め、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をすることができる。 

１１ 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業

務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

（公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用） 

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体と

の協議により、公の施設を設けることができる。 

２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の公の

施設を自己の住民の利用に供させることができる。 

３ 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

（公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て） 

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服があ

る者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知

事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。 

２ 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服があ
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る者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。 

３ 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関（指定管理者を含む。）がした公の施

設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級

行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。 

４ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査

請求（第一項に規定する審査請求を除く。）があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなけれ

ばならない。 

５ 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。 

６ 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求（第一項に規定する審査請求を除く。）

に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁

決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。 
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公の施設に係る指定管理者制度導入のガイドライン 

 

 

 

 

 

 

 この「公の施設に係る指定管理者制度導入のガイドライン」は、平成 15年９月２日に地方自治法

の一部を改正する法律（平成 15年法律第 81号。以下「改正法」という。）が施行され、地方公共団

体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入されることとなったことから、その効果的な

運用に向けて、基本的な考え方を定めるものである。 

 

１ 指定管理者制度の概要 

(1) 指定管理者制度とは 

■ これまでの管理委託制度のもとでは、公の施設の管理は、普通地方公共団体が出資してい

る法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体にしか委託できなかったが、

今回の法改正により、規制が緩和され、民間事業者等幅広い団体が、議会の議決を経て指

定管理者として指定されれば、施設の管理を行うことが可能となったものである。 

■ 指定管理者制度導入の目的は、「多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応す

るため、公の施設の管理に民間の活力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、

経費の節減等を図ること」である。 

■ 指定管理者となれるものは、法人その他の団体（法人格は必ずしも必要ない）であり、個

人は除かれる。 

(2) 指定管理者制度の仕組み 

■ 平等利用の確保（法第 244 条関係） 

施設の管理にあたっては、住民の平等利用の確保、差別的取扱いの禁止が義務付けられ

ている。 

■ 条例の制定（法第 244条の 2④） 

指定の手続き、指定管理者に行わせる管理の基準、業務の範囲はあらかじめ条例で定め

ることとされている。 

■ 指定の議決（法第 244条の 2⑥） 

指定管理者の指定をしようとするときは、指定管理者に管理を行わせようとする施設の

名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間等について、あらかじめ議会の議決を

経なければならない。 

■ 事業報告（法第 244 条の 2⑦） 

指定管理者は、毎年度終了後、知事に業務報告書を提出することとされている。 

■ 指定の取消し等（法第 244 条の 2⑩、⑪） 

県が公の施設の管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地について調査し、

又は必要な指示をした場合に、これらの指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況

が著しく悪化している等、公の施設の適正な管理に著しい支障が生じる恐れがある場合

は、指定を取り消すことができる。 

平成 16年７月 23日策定 

平成 17年３月 17日一部改正 

平成 20年４月１日一部改正 

平成 23年 11 月４日一部改正 

岩手県総務部管財課 
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■ 権限の範囲 

指定管理者は、条例の定めにより施設の使用許可を行うことが可能であるが、使用料の

強制徴収（法第 231条の３）や不服申立てに対する決定（法第 244条の４）、行政財産の

目的外使用許可（法第 238条の４第７項）等、行政処分権限を代行することはできない。 

(3) 制度導入の対象施設 

■ 従来の管理委託制度は指定管理者制度に一本化されるため、公の施設の管理は、指定管

理者制度を導入せず県が直接管理する方法又は指定管理者制度を導入する方法のみが可

能となる。 

■ 公の施設のうち改正前の地方自治法第 244条の２第３項の規定に基づき管理委託してい

る施設については、改正法施行（平成 15年９月２日）後、３年以内に、個別の条例を改

正し、県が直接管理する場合を除き、指定管理者を指定しなければならない。 

■ 道路法、河川法、学校教育法など個別の法律で、施設の管理主体が限定されている場合

は、指定管理者制度を採れないこととなっている。 

例）学校、道路、河川など 

(4) 制度導入に係る条例整備 

本県における条例の整備方法としては、指定管理者の指定の手続及び指定管理者に共通な

一般的事項については通則条例で定め、それ以外の項目については、個別の設置条例を改正

する方法で整備するものである。 

条例で定める事項 内 容 整備方法 

■ 指定の手続き 申請、選定、指定管理者に共通

する一般的事項 

「公の施設に係る指定管理者の指定

の手続等に関する条例」（以下「指定

手続等条例」という。）の制定（平成

16年 7月 12日施行） 

■ 管理の基準 休館日、開館時間、使用制限の

要件、管理を通じて取得した個

人情報の取扱い等 

 

個別の公の施設の設置条例を順

次改正 

■ 業務の範囲 施設・設備の維持管理の範囲、

個別の使用許可など指定管理

者が行う業務の具体的範囲 

 

 

２ 制度導入に係る基本的考え方 

(1) 対象となる施設のあり方検討と制度導入の考え方 

■ 岩手県集中改革プログラム（平成 20年１月策定）の「改革２ 民間力・地域力が最大限

に発揮される仕組みづくり」に基づき、質の高いサービス提供や、効果的・効率的な施

設の運営を推進するため、指定管理者導入施設のモニタリングによる効果検証や、指定

管理者制度の導入や更新にあたって、環境の変化等を踏まえた公の施設のあり方の検討

を行う。 

■ 施設毎に指定管理者に行わせる管理の基準、業務の範囲、指定の期間の他、募集方法、

選定方法などについて検討し、基本方針を定める。 

 



公の施設に係る指定管理者制度導入のガイドライン 

- 7 - 

 

(2) 指定の手続き 

ア 指定管理者の募集 

■ 法改正の趣旨に基づき、民間法人等の幅広い参入の機会を確保し、競争原理を働かせる

ために、指定管理者の募集は原則、公募とするものとする。 

ただし、施設の性格、規模、機能等を考慮し、適当な理由があるときは、公募によらず

特定の団体を指定管理者の候補者として選定することも可能である。 

■ 募集期間は、１ヶ月以上とし、十分な周知期間を設ける。 

■ 周知方法は、県の広報、ホームページ、掲示板、新聞、広報紙、通知などにより広く周

知を行う。 

■ 公募にあたっては、施設の概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間、申請方法、選

定基準・選定方法、現在の委託条件、委託額、利用実績など広く情報提供を行う。 

イ 指定管理者の選定 

選定の透明性、公平性を確保するために、下記の事項に留意する。 

■ 最適な候補者を選定するため、選定にあたっては必要に応じて外部の意見を反映させる

こと。 

■ 外部意見の反映については、必要に応じて専門的な知識を有する有識者などを交えた選

定委員会などを設置する。 

■ 選定委員会は、指定管理者の選定審査の段階での客観性、公平性を確保するため、審査

基準等の策定や募集要項の策定の段階から関わっていくことも考えられる。 

■ 選定にあたっては、指定手続等条例第 3条に示している、公平性、効率性及び効果性、

安定性について、それぞれの施設の機能、性質、設置目的を踏まえた選定基準を設け、

総合的に審査する。 

■ 選定委員会による選定過程の公開については、「審議会等の会議の公開に関する指針」（平

成 11年 3月 31日制定）に従って適正に行う。 

■ 選定結果については、情報公開条例（平成 11年条例第 61号）第７条第１項各号に該当

するものを除き公表するよう努める。 

ウ 指定管理者の指定期間 

■ 指定管理者の指定期間は、概ね３年～５年程度とする。 

エ 指定管理者の指定議決 

■ 指定管理者の指定にあたっては、次の事項について議決を得る。 

【議決事項】 

・ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

（類似の施設名称との混乱を避ける必要がある場合は所在地も） 

・ 指定管理者となる団体の名称と住所 

・ 指定期間 

オ 協定の締結 

■ 指定管理者と県で協議のうえ、必要に応じて公の施設の管理に関する協定を締結する。 

■ 協定書には、管理の基準や業務の範囲など条例で定める事項のほか、管理に係る業務の

内容に関する事項（指定期間、事業計画、利用料金、業務報告・事業報告、指定の取消

し・業務停止、リスク分担、業務の再委託に関すること、関係法令の遵守など）、県が支

払う管理費用に関する事項、指定管理者が管理を通じて取得した個人情報の取扱いに関
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する事項（必記事項）、その他管理業務の実施にあたっての必要事項について記載する。 

 

３ 施設設置者としての県の対応 

(1) 実地調査、指示 

■ 県は、指定管理者が管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、

当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をす

ることができる。 

【調査や指示が必要な場合の例】 

・ 利用者に対し、正当な理由がないのに施設の利用を拒んだり、不当な差別的な取扱い

をするようなとき 

・ 施設の形質を許可なく変更するようなとき。 

・ 経営効率を重視するなどの理由により、要員の配置や施設の管理が当該公の施設の設

置目的を効果的に達成するために適切なものとなっていないとき。 

・ 承認料金制をとる場合、明らかに値下げを申請すべきにも関わらず、これをしないと

き。 

・ 災害等の緊急時において、施設を利用しようとするとき。 

■ 施設の設置者としての責任を果たすため、利用者の満足度や苦情などをモニタリングす

る仕組みを整え、必要に応じて立入り調査を行い、改善勧告など行う。 

(2) 指定の取消し等 

■ 県が公の施設の管理の業務又は経理の状況に関して報告を求め、実地に調査し、又は必

要な指示をした場合に、これらの指示に従わない場合や、指定管理者の経営状況が著し

く悪化している場合等、指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めると

きは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ず

ることができる。 

 

４ その他 

(1) 暴力団員等の排除の措置 

ア 公の施設の管理運営からの排除 

■ 団体の代表者、役員（執行役員を含む。）又は支店若しくは営業所を代表する者等、そ

の経営に関与する者（以下「役員等」という。）が、暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員又は暴力団

（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員と密接な

関係を有している者（以下「暴力団員等という。」）であるときは、当該団体を指定管

理者に指定しない。 

■ 県は、指定管理者に応募する団体又は指定管理者の指定を受けた団体の役員等が暴力

団員等であるかどうかについて、公の施設の管理運営からの暴力団排除に関する合意

書（平成 18年１月 16日締結）に基づき、必要に応じて警察本部に照会する。 

■ 指定管理者は、警備、清掃等の個々具体的な業務を第三者に委託するときは、役員等

が暴力団員等である者を相手方として契約を行ってはならない。 

■ 指定管理者の指定を受けた団体の役員等が暴力団員等であることが判明したとき、又

は指定管理者が業務の一部を第三者に委託する場合に、契約の相手方の役員等が暴力
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団員等であることを知ったにも関わらず指定管理者が当該契約を解除しなかったとき

は、指定管理者の指定を取り消すことができる。 

イ 暴力団等の利益となる施設の利用の排除 

■ 公の施設の利用が暴力団又は暴力団員等（以下「暴力団等」という。）の活動を助長し、

又は暴力団等の運営に資するなど、暴力団等の利益となる利用と認められるときは、施

設の利用を許可しない。ただし、暴力団員等であっても、暴力団等の利益とならない個

人的又は家族による利用については排除の対象としない。 

(2) その他留意事項 

■ 指定管理者制度においては、利用料金制及び承認料金制を採用することができる。 

■ 管理に係る業務を一括して第三者へ委託することはできないが、警備、清掃などの個々

具体的な業務を指定管理者から第三者へ委託することは可能である。 

■ 指定管理者が行う処分については、「行政手続条例」（平成 12年条例第６号）第５条～29

条及び 35条が適用される。（聴聞手続きについては、聴聞規則を準用。） 

 

５ 関係法令等 

■ 地方自治法第 244条関係(昭和 22年法律第 67号) 

■ 総務省自治行政局長通知（平成 15年 7月 17日総行行第 87号） 

■ 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 16年条例第 36号） 

■ 個人情報保護条例第９条（平成 13年条例第 7号） 

■ 外部監査契約に基づく監査に関する条例第２条第５号（平成 11年条例第４号） 

■ 情報公開条例第 41条の２（平成 10年条例第 49号） 

■ 各施設の設置管理条例及び施行規則 



- 10 - 

 

海岸休養施設条例 

平成11年３月23日条例第31号 

 

（設置） 

第１条 海岸の区域における休養の場を提供することにより、県民の保健及びレクリエーション活動

に資するため、海岸休養施設（以下「休養施設」という。）を次のとおり設置する。 

  

名称 位置 

岩手県立種市漁港海岸休養施設 九戸郡洋野町 

（指定管理者による管理） 

第１条の２ 休養施設の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定に基づ

き知事が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせる。ただし、指定管理者に管理を

行わせることができないやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１条の３ 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に

掲げる業務を行うものとする。 

(１) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(２) その他休養施設の利用の促進に関する業務 

（使用等の許可） 

第２条 休養施設の施設及び設備で別表第１に掲げるものを使用しようとする者は、指定管理者（知

事が休養施設の管理を行う場合にあっては、知事。以下同じ。）の許可を受けなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

２ 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならな

い。 

(１) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。 

(２) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。 

(３) その他休養施設の管理上適当でないと認めるとき。 

３ 指定管理者は、休養施設の管理上必要があると認めるときは、第１項の許可に条件を付すること

ができる。 

第３条 休養施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければ

ならない。 

(１) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。 

(２) 緑地又は広場の全部又は一部を独占して使用すること。 

２ 前条第３項の規定は、前項の許可について準用する。 

（行為の禁止） 

第４条 休養施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。 

(２) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。 

(３) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。 

(４) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。 

(５) 指定された場所以外の場所でたき火、炊飯、野営又は球技を行うこと。 

(６) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。 

(７) 立入禁止区域に立ち入ること。 

(８) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第２条第１項又は第３条第１項の許

可を受けた者（以下「使用者」という。）に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第２

条第３項（第３条第２項において準用する場合を含む。以下同じ。）の条件を変更し、又は行為の

中止、原状の回復若しくは休養施設からの退去を命ずることができる。 
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(１) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。 

(２) 第２条第３項の条件に違反したとき。 

(３) 偽りその他の不正な手段により第２条第１項又は第３条第１項の許可を受けたとき。 

(４) 休養施設の管理上必要があると認めるとき。 

(５) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。 

（利用料金） 

第６条 使用者は、休養施設の利用に係る料金（知事が休養施設の管理を行う場合にあっては、使用

料。以下「利用料金」という。）を納付しなければならない。 

２ 利用料金は、別表第２に掲げる金額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管

理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。 

４ 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。 

５ 知事が休養施設の管理を行う場合においては、第２項後段及び前２項の規定は、適用しない。 

（利用料金の免除） 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除する

ことができる。 

(１) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付

を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、

当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第

２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が使用す

るとき。 

(２) その他指定管理者が適当と認めるとき。 

（利用料金の不還付） 

第８条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部

又は一部を還付することがある。 

(１) 第５条第４号又は第５号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。 

(２) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。 

(３) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 

（損害賠償等） 

第９条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原

状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。 

（補則） 

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、知事が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年７月11日条例第55号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(１)・(２) (省略) 

(３) (前略)第55条(中略)の規定 平成18年１月１日 

(４)～(６) (省略) 

附 則（平成17年12月15日条例第94号） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日

から施行する。 

２ この条例による改正後の海岸休養施設条例（以下「改正後の条例」という。）第１条の２に規定

する指定管理者の候補者で議会の議決を経たものは、この条例の施行前においても、改正後の条例

別表第２に掲げる金額の範囲内で、知事の承認を受けて改正後の条例第６条第１項に規定する利用

料金（以下「利用料金」という。）を定めることができる。 
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３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。 

附 則（平成23年３月16日条例第16号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 

  

施設名及び設備名 キャンプ広場 駐車場 ロッカー シャワー 

別表第２（第６条関係） 

  

区分 単位 利用料金の上限額 

キャンプ広場 １日までごとにテント１張につき 
円 

1,000 

駐車場  ４輪以上の自動車１台１回につき 1,300 

ロッカー １回につき 200 

シャワー 

小学校児童及び中

学校生徒 
１回につき 200 

その他の者 １回につき 300 

第３条第１項の規定による許可を

受けた場合の利用料金の上限額 
１件１日につき1,200円  

備考１ 幼児のシャワーに係る利用料金は、無料とする。 

２ 「１日まで」とは、宿泊を含む１両日とする。 
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海岸休養施設条例施行規則 

平成11年３月31日規則第86号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、海岸休養施設条例（平成11年岩手県条例第31号。以下「条例」という。）の実

施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（休場日） 

第２条 岩手県立種市漁港海岸休養施設（以下「休養施設」という。）の休場日は、次のとおりとす

る。 

(１) 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」

という。)に当たるときは、その翌日以後の日であって当該休日に最も近い休日でない日) 

(２) 12月29日から翌年１月３日まで 

２ 条例第１条の２に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という。）は、必要があると認める

ときは、知事の承認を得て、前項の休場日以外の日において臨時に休場し、又は同項の休場日にお

いて臨時に開場することができる。 

（使用時間） 

第３条 休養施設のシーサイドハウスの使用時間は、９時から17時までとする。 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を臨時に変更することができる。 

（許可の申請） 

第４条 条例第２条第１項又は第３条第１項の許可（以下「許可」という。）を受けようとする者は、

指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。 

（許可の条件） 

第５条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。 

(１) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。 

(２) 休養施設の施設及び設備の使用若しくは条例第３条第１項に規定する行為を終了したとき、

又は条例第５条の規定に基づき許可を取り消されたときは、指定管理者の指示に従って、速やか

に跡片付けその他の整理整とんをすること。 

(３) 感染症の患者、めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で休養施設内の秩序又は

風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。 

(４) その他休養施設の維持管理のためにする指定管理者の指示に従うこと。 

（条例第７条の規則で定める者） 

第６条 条例第７条第１号の規則で定める者は、次のとおりとする。 

(１) 知事が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者(知的障害者又は知的障害児につ

き、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、当該知的障害者又は知的障害児)及びその

介護を行う者 

(２) 条例第７条第１号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者

が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)若しくは精神障害者保健福祉手

帳の交付を受けている者又は前号の療育手帳の交付を受けている者(知的障害者又は知的障害児

につき、その保護者が療育手帳の交付を受けているときは、当該知的障害者又は知的障害児)と同

等以上の障害があると指定管理者が認める者及びこれらの介護を行う者 

(３) 条例第７条第１号の身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者

が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)又は精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている者の介護を行う者 

（指定管理者による立入り） 

第７条 指定管理者は、休養施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の休養施設の施設内に

休養施設の管理の業務に従事する者を立ち入らせることができる。 

（利用料金の免除及び還付） 

第８条 条例第７条又は第８条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除又は還付を受けようと

する者は、指定管理者が定めるところにより申請しなければならない。 
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（損傷等の届出） 

第９条 休養施設に入場した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに

指定管理者に届け出てその指示を受けなければならない。 

 

附 則 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第51号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 


